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平成２５年６月２８日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長

各 都 道 府 県 知 事

小中高等学校を設置する学校設置会社を 殿

所轄する構造改革特別区域法第１２条

第１項の認定を受けた各地方公共団体の長

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長

独立行政法人教員研修センター理事長

文部科学省初等中等教育局長

布 村 幸 彦

（印影印刷）

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の公布について（通知）

このたび、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成２５年法律第６

５号。以下「本法」という。）は、平成２５年６月２６日に公布され、一部を除き平成

２８年４月１日に施行されることに伴い、別添のとおり内閣府より通知が発出されたと

ころです。

都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、都道府県知事及び小中高等学校を設置す

る学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共

団体の長におかれては、本法の内容について、域内の市町村教育委員会、所管の学校等

に対し周知いただきますようお願いいたします。

なお、今後政府としての基本方針等を策定する予定ですので、策定後には改めて周知

させて頂きます。
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